
 

鳥取県教育委員会告示第27号 

鳥取県文化財保護条例（昭和34年鳥取県条例第50号）第４条第１項の規定に基づき、次のとおり鳥取県指定保

護文化財の指定をするので、同条第３項の規定により告示する。 

 

  平成21年９月29日 

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平   

 

考古資料の部 

名称 員数 所有者 所有者の住所 所在の場所 



上淀廃寺跡出土壁画・塑像  

附瓦・土器類 

 

一 壁画片 

神将上半部  

神将胸甲   

甲 

小札    

菩薩頭部 

菩薩垂髪 

菩薩腰紐  

二体の菩薩 

垂飾 

天衣 

描線 

描線パルメット 

幡 

天蓋 

天蓋と天衣 

界帯・文様 

下草 

草花 

樹相 

遠景樹木 

遠山と霞 

頭光 

蓮台 

花卉 

花文・花 

菱繋文 

 壁端 

壁画・壁体残欠一括 

 

二 塑像 

如来像・小螺髪 

螺髪 

頭皮 

白毫 

懸裳下縁 

懸裳 

     懸裳端部 

 菩薩像・右脚部 

     左脚部 

丸文のある衣部 

裙折返部 

１箇 

３箇 

１箇 

２箇 

１箇 

１箇 

２箇 

１箇 

１箇 

３箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

２箇 

１箇 

１箇 

１箇 

２箇 

５箇 

１箇 

３箇 

１箇 

１箇 

２箇 

 

 

 

４箇 

53箇 

２箇 

１箇 

１箇 

３箇 

２箇 

１箇 

１箇 

２箇 

１箇 

米子市 

 

米子市加茂町一丁目１ 米子市淀江町福岡979－

１ 

淀江歴史民俗資料館 



繧繝花文のある衣部 

天衣 

手指 

掌及び第１指付根 

足指 

蕾形飾 

瓔珞 

菊座 

     帯状飾 

     宝珠形飾 

     陰刻文様のある装飾  

     玉繋  

 神将像・面部   

如来または菩薩像・懸裳 

菩薩像・肉身部、装身具 

条帛垂下部 

左脇腹部 

菩薩または天部・胸飾の方形花飾 

 迦楼羅像カ・面部 

 神将像・胸部 

左腰・左大腿部 

神将像カ・上背部 

天部または女性供養者像・面部 

上背部 

 供養者像・両手首先    

面部 

菊座 

衣部 

衣縁部 

 邪鬼または獅子・巻髪    

 山岳頂上部 

 塑像残欠一括 

 

附瓦・土器類 

単弁12弁蓮華文軒丸瓦 

単弁８弁蓮華文軒丸瓦 

素文軒平瓦 

三重弧文軒平瓦 

平瓦 

丸瓦    

「癸未年」紀年銘瓦 

「寺」刻字須恵器坏 

鴟尾残欠一括 

（平成２年～平成16年度調査 

出土遺物） 

１箇 

３箇 

６箇 

１箇 

５箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

２箇 

１箇 

１箇 

１箇 

２箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

１箇 

２箇 

１箇 

４箇 

２箇 

２箇 

１箇 

３箇 

２箇 

１箇 

１箇 

 


